
令和７年度認可外保育施設の立入調査における指摘事例 

 

 

 

 

○ 避難及び消火訓練の未実施 

根拠： 基準第３（非常災害に対する措置） １⑵ 

指導： 避難及び消火に対する訓練は，少なくとも毎月 1 回は実施し，記録を保

管すること。 

 

○ 応急処置や救急蘇生法等の訓練や研修の未実施 

根拠： 基準第７（健康管理・安全確保）⑻ 

指導： 事故発生時の適切な救命処置が可能となるよう訓練を実施し，記録を保管する

こと。  

 

○ 施設及びサービスに関する内容の未掲示及び項目の不足 

根拠： 基準第８（利用者への情報提供）⑴ 

指導： 提供するサービス内容を利用者の見やすいところに，以下の項目を掲示するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準…「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（こ成保第２０６号令和６年３月２９日） 

  （別添）認可外保育施設指導監督基準 

・ 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名 

・ 建物その他の設備の規模及び構造 

・ 施設の名称及び所在地 

・ 事業を開始した年月日 

・ 開所している時間 

・ 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に

関する事項並びにこれらの事項に変更が生じたことがある場合にあっては当該変更

のうち直近のものの内容及びその理由 

・ 入所定員 

・ 保育士その他の職員の配置数又はその予定 

・ 設置者及び職員に対する研修の受講状況 

（注：１日に保育する乳幼児の数が５人以下のもの及び法第６条の３第 11 項に

規定する業務を目的とする施設に限る。） 

・ 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類，保険事故及び保険金額 

・ 提携している医療機関の名称，所在地及び提携内容 

・ 緊急時等における対応方法 

・ 非常災害対策 

・ 虐待の防止のための措置に関する事項 

・ 施設の設置者について，過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの

別（受けたことがある場合には，その命令の内容を含む。） 



 

○ サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付内容の不足 

根拠： 基準第８（利用者への情報提供）⑵ 

指導： 利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した

書面等を交付しなければならないこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居宅訪問型保育事業】 

 

○ 安全計画の未策定 

根拠： 基準第７ （健康管理・安全確保）⑻ 

指導： 乳幼児の安全の確保に配慮した保育を実施するため，安全計画を策定するとと

もに，安全計画に定める研修・訓練を定期的に実施すること。 また，保護者に

対し安全計画に基づく取組の内容等を保護者に周知すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

・ 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

・ 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項  

・ 施設の名称及び所在地  

・ 施設の管理者の氏名  

・ 当該利用者に対し提供するサービスの内容  

・ 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類，保険事故及び保険金額  

・ 提携する医療機関の名称，所在地及び提携内容  

・ 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先  

 

○  あらかじめ，サービスに対する利用料金のほか食事代，入会金，キャンセル料 

等を別途加算する場合にはその料金について，交付書面等により，利用者に明示して 

しておくこと。 



 

 


